
（別紙） 

 

農地等の権利移転・権利設定について 

 

  この度、農地法第 3条第 1項に規定する農地等の権利移転・権利設定の許可申請を播磨町

農業委員会に提出するに当たり、下記の農地を耕作するにつきましては、地域の水利調整等

及び地域の営農手法等を遵守いたします。 

 

土地の所在  播磨町  ○○○  字  ○○   １００番          

 

                地  目    田        面  積  1500 ㎡ 

 

  令和○年○○月○日 

 

                  申 請 者 氏 名（譲受人・借人）  加古  太郎              ㊞ 

 

                  申 請 者 氏 名（譲渡人・貸人）  播磨  次郎               ㊞ 

 

  上記のとおり連絡を受け、地域の水利組合、農業団体等の取り決めを説明し、了解され

ましたので、協議、調整を完了しました。なお、財産移動をはじめとする個人情報の取り

扱いについては、情報漏えい等がないよう配慮いたします。 

（協議、調整に係る特記事項がある場合） 

                                                                                           

 

  令和○年○○月○日 

 

                    ○○○    水利委員長       稲美  三郎                   ㊞ 

 

  令和○年○○月○日 

 

                    ○○○   農業団体長        兵庫  四郎                   ㊞ 

 

  令和○年○○月○日 

 

                    ○○○    営農組合長       高砂  五郎                   ㊞ 

                                              

 

 

 

記 載 例 

筆数が複数になる場

合は、「別紙記載」で対

応願います。（任意の

様式で結構です。） 
申請書押印の印鑑

で押印願います。 



（別紙） 

地域調和要件協議、調整済みであることを証する書面の事務フロー 

 

１．農地法第 3条（田・畑の売買・貸借）申請書の作成（申請者） 

 

 

 

２．譲渡人、貸人（現所有者）・譲受人、借人が、その書面に記名押印の 

うえ、申請地等記載する。 

 

 

 

３．申請地のある地元の農業委員の指示を仰ぐ。 

（農業委員：水利、農団、営農への協議、調整を指示し、書面確認欄に押印） 

 

 

 

４．申請地のある地元の水利組合、農業団体、営農組合との協議、調整を行う。 

（※具体的には、地域の取り決め事項等の説明と了解） 

                               

 

 

５．調整が完了すれば、書面に押印いただく。（各団体長印で） 

（※個人情報の取り扱いにはご留意願います。） 

 

 

 

６．申請書に添付の上、農業委員会に提出。 

 

 

 


